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令和８年度　森林・林業関係主要事業の概要
農林水産部

◆森林資源の循環利用を通じた林業の活性化
　森林資源の循環利用を通じて林業を活性化して
いくため、主伐後の再造林などの森林整備への支
援、スマート林業の現場実装の加速化、Ｊ－クレ
ジットの創出促進、多様な林業人材の確保・育成
に取り組むとともに、「三重の森づくり運動」の展
開や自然・森林を体験できる機会の創出を通じて、
みんなで支える森林づくりを進めます。

Ⅰ 令和８年度の主な取組
　令和８年度の主な事業は次のとおりです。

１ 森林の適正な管理と公益的な機能の発揮
① （新）みえの「森業」チャレンジ促進事業

５，３２０千円
　「森業」を推進するため、森林空間を活用した新
規の事業構築に向けた気運の醸成や、スタートアッ
プ等への支援に取り組むとともに、森林の価値向
上に挑戦する人材の発掘・育成に取り組みます。
② 森林経営管理体制支援事業

５７，５８８千円
　森林環境譲与税等を活用した森林整備がこれま
で以上に進むよう、「みえ森林経営管理支援セン
ター」を通じた市町の業務推進への支援や、成長
が早く花粉の少ないスギ・ヒノキの種子の生産体
制の強化等に取り組みます。
③ （新）森林由来 J-クレジット創出促進事業

　　　　　　　　１４，１６１千円
　県内における森林由来Ｊ－クレジットの創出を
加速させるため、森林情報基盤の整備や、効率的
にクレジットを創出するための林業ＤＸツールの
試行導入、クレジット創出にかかる専門家による
相談対応等、森林由来Ｊ－クレジット創出プロセ
スの各段階における支援を実施するとともに、推
進条例の制定に向け検討を進め、クレジットの創
出促進を図ります。
④ 災害に強い森林再生事業　  ８２，７５０千円
　シカの食害・気象害等により被害を受けた森林
を早期に回復するための植栽や下刈り、造林地で
のシカの食害対策を強化するための獣害防止施設
の整備等に対する支援を実施します。

⑤ 森林情報基盤整備事業     １０１，６４５千円
　（１３１，６４５千円令和７年度補正含み）
　災害に強い森林づくりを効果的に進めるため、
航空レーザ測量を実施して森林資源等の詳細な情
報を取得し、客観的な評価に基づく整備が必要な
森林の把握等を行います。また、効率的な森林管理・
生産管理の実現を図るため、森林資源調査、生産
計画・管理、路網設計・施工の効率化・省力化に
資するICT 活用ソフト等の導入支援を行います。
⑥ 災害に強い森林づくり推進事業

３２０，９９３千円
　｢みえ森と緑の県民税｣を活用し、「災害に強い森
林づくり」を進めるため、流木となるおそれのあ
る渓流沿いの樹木の伐採・搬出や、渓流内に堆積
した土砂や流木の除去等を行います。

２ 林業の生産性の向上と県産材の利用の促進
① 造林事業　　　　　　　   ５５６，４９０千円
　（６０４，４９０千円令和７年度補正含み）
　森林の有する多面的機能の維持・増進やカーボ
ンニュートラルの実現および花粉症対策に貢献す
るため、搬出間伐や主伐後の再造林などの森林整
備、獣害防止施設、森林作業道の整備等を支援し
ます。
② （一部新）林業・木材産業振興事業

１９４，３０４千円
　（２３１，９８７千円令和７年度補正含み）
　森林の適正な管理と森林資源の持続的な利用を
推進し、カーボンニュートラルに寄与する「グリー
ン成長」の実現を図るため、森林経営計画の作成
や搬出間伐の実施、森林作業道整備、高性能林業
機械の導入、一貫作業や低密度植栽による低コス
ト造林等を支援します。
③ 林道事業　　　 　　　　 ８４０，６７９千円
　（８９７，３５９千円令和７年度補正含み）
　木材の生産や搬出に必要な林道および災害時に
市町道等の代替路となる林道を開設するとともに、
輸送力の向上と通行の安全の確保等を図るため、
既設林道の改良等を実施します。

話  題  を  追  っ  て話  題  を  追  っ  て
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④ みえスマート林業躍進事業　  ４，１８１千円
　スマート林業の現場実装を加速化するため、ス
マート技術の導入について先導的な役割を果たす
コア技能者を育成するとともに、「みえスマート林
業推進協議会」の開催を通じて、コア技能者間の
連携強化やスマート技術の横展開に取り組みます。
⑤ 「もっと県産材を使おう」推進事業

　５３，１６５千円
　今後、木材利用の拡大が見込まれる非住宅建築
物における県産材需要を獲得するため、ＰＲ効果の
高い木造非住宅建築物における「三重の木」等県
産材の木材調達に対して支援します。

３ 林業・木材産業を担う人材の育成
① 林業の多様な労働力確保対策事業

３，２００千円
　林業における多様な労働力を確保するため、外
国人材の活用促進に向けた事業体向けセミナーの
開催や、異業種との連携に向けた資機材の支援等
による受入体制の整備、林業と福祉をつなぐコー
ディネーターを確保・育成するとともに、コーディ
ネーターの活動を支援し、林業事業者等と社会福
祉施設のマッチングに取り組みます。
② 林業担い手総合対策事業

１２，３０７千円
　林業への新規就業者を確保するため、首都圏等
での就業相談対応や林業就業セミナーの開催のほ
か、県内での林業体験ツアーやインターンシップ、
高校生向けの林業職場体験、就業相談会の開催な
どに取り組みます。また、林業の労働安全性を高
めるための指導員の養成や巡回指導等を支援しま
す。
③ みえ森林・林業アカデミー運営事業　

４３，８６４千円
　「みえ森林・林業アカデミー」において、主に既
就業者を対象とした基本コースや市町職員向け講
座を実施するとともに、特殊伐採講座やドローン
活用講座など、専門的・実践的な知識や技術を学
べる選択講座を運営することで、次代を担う林業
人材の育成を行います。

４ みんなで支える森林づくりの推進
① みえ森と緑の県民税市町交付金事業

　　　　　　　　４７８，３６３千円
　「みえ森と緑の県民税」を活用し、市町が創意工
夫した森林づくりの施策を展開するとともに、流
域の防災機能を強化する面的な森林整備や、ライ

フライン沿いの危険木の事前伐採に取り組めるよ
う支援します。
② みんなで取り組む三重の森づくり推進事業

　　　　　　　　１０，８１３千円
　県民の森林を育む意識の醸成や森づくり活動を
促進し、全国植樹祭の令和13年招致に繋げるため、
森林フェスタの開催や森づくり活動を希望する企
業と森林のマッチングを行います。また、企業や
ＮＰＯ、教育関係者等で構成する「三重の森づく
りネットワーク」を中心とした、さまざまな主体
による三重の森づくり運動を展開します。
③ 森を育む人づくりサポート体制整備事業

　　　　　　　　　５９，２８１千円
　「みえ森林教育ビジョン」を実現するため、小学
生向けの森林教育ワークブックや副読本の配布、
子ども向け・企業向け講座、森林教育シンポジウ
ムの開催等を行います。また、学校や地域で実施
される森林教育や森づくり活動にかかる相談窓口
となる「みえ森づくりサポートセンター」を運営し、
指導者の育成を行うほか、既存施設を活用した森
林教育の場づくりを行います。

５ 防災・減災対策の推進
① 治山事業　　  　　　３，５８０，１９５千円
　（３，７３３，１９５千円 令和７年度補正含み）
　災害に強い森林づくりに向け、山地災害の防止
を図る治山施設を整備するとともに、公益的機能
が低下した保安林の整備を進めます。

６ 貴重な生態系と生物多様性の保全
① 野生生物保護事業　　　　  ２６，６３４千円
　生物多様性の保全を進めるため、希少性の高い
野生動植物の生息状況の把握や保全活動に取り組
むとともに、関係法令に基づき、自然環境の開発
に対して適切な指導、助言を行います。また、生
物多様性の保全活動に取り組む活動団体への支援
や企業とのマッチング、野生生物の保護や外来生
物対策に係る普及啓発を行うとともに、モニタリ
ングに必要なツキノワグマの生息数等の調査を実
施します。
② ツキノワグマ出没防止対策事業　  ８８６千円
　（１０，４１９千円 令和７年度補正含み）
　ツキノワグマによる人身被害の発生を防ぐため、
目撃情報等を把握し関係機関へ情報提供するとと
もに、県民への注意喚起に取り組みます。また、
人とツキノワグマの棲み分けを図るため、放任果
樹の伐採や集落への出没等を抑制する緩衝帯の整
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備等を支援します。

７ 自然とのふれあいの促進
① 自然公園利用促進事業　　  ９７，１５７千円
　県内の優れた自然の風景地を県民の資産として
継承するため、自然公園施設等の適正な維持管理
を行うとともに、自然公園施設等を活用した森林
教育や、自然公園内における地域資源の保全・活
用に取り組みます。また、施設の老朽化等により、
取り壊しが決定している、旧鳥羽ビジターセンター
の解体を行います。
② 森林公園利用促進事業　　  ７８，４８７千円
　森林教育や自然とのふれあいの場の拠点施設と
して、「三重県民の森」及び「三重県上野森林公園」
の適切な維持管理を行うとともに、利用者のニー
ズにあわせたイベント等を開催し利用の増進を図
ります。
③ 自然に親しむ施設整備事業  １９，８１０千円
　（５２，６１０千円 令和７年度補正含み）
　優れた自然環境や自然景観に親しむことで、利
用者の健全な心身の育成や自然保護に対する意識
向上を図ることを目的として、国立・国定公園及
び東海・近畿自然歩道における安全で快適に利用
できる施設整備に取り組みます。
④ 伊勢志摩国立公園８０周年記念事業

　　　　３５，２００千円
　伊勢志摩国立公園指定８０周年にむけ、同国立
公園が持つ美しい自然景観や歴史・文化を活かし
たツアーのブラッシュアップやイベントの開催、
自然公園施設の整備等に取り組みます。

８ 林業・森林づくりを支える技術の開発と移転
① 林業技術開発事業　　　　　  １，１３４千円
　大学や企業等との共同研究や、国の交付金等を
活用して県民ニーズに応じた試験研究を行い、林
業・森林づくりを支える技術を開発します。

Ⅱ 森林・林業部門の組織
１ 本庁
◆農林水産部
○森林・林業経営課
　森林計画班（森林計画、森林経営管理法、三重
　　の森林づくり基本計画、森林環境譲与税、J-
　　クレジット制度の推進、水源地域の保全に関
　　する条例、森林審議会、森林経営計画等）
　木材利用推進班（木材利用、木質バイオマス利
　　用、県産材輸出、木造・木質化等）

　林業経営班（造林・間伐、林業種苗、森林組合指導、
　　林業金融、木材生産・流通・加工、入会林野、
　　特用林産、林業振興対策、森林認証等）
　スマート林業推進班（スマート林業、航空レー
　　ザ測量、担い手確保・育成、林業労働安全、
　　認定林業事業体、林福連携等）
○治山林道課
　治山班（治山、災害に強い森林づくり、治山施
　　設災害、山地災害危険地区等）
　林道班（林道、林道施設災害、林野火災、森林
　　病虫害防除、森林被害等）
　森林管理班（林地開発、県行造林、保安林、盛
　　土規制法（林地）等）
○みどり共生推進課
　みどり推進班（緑化推進、環境林整備、県民　
　　参加の森林づくり、みえ森と緑の県民税、森
　　林公園等）
　野生生物班（希少野生動植物、生物多様性、里
　　地里山の保全等）
　自然公園班（自然公園、森林公園等）

２ 地域機関
◆農林（水産）事務所
○森林・林業室
　林業振興課（森林計画、木材利用、林業振興　
　　対策、造林・間伐、普及指導等）
　森林保全課（治山、林道、保安林、自然公園、
　　野生鳥獣、盛土規制法（林地）等）
　※各課の分掌事務は各事務所によって異なる場
　　合があります。
◆林業研究所
　企画調整課（予算、経理、企画調整、庁舎管理）
　研究課（森林の保全・育成、経営利用、木材の
　　加工・利用、特用林産物等に関する研究）
　普及・森林教育課（林業普及指導、森林教育等）
　アカデミー運営課（みえ森林･林業アカデミー
　　の運営、林業人材育成等）
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話  題  を  追  っ  て話  題  を  追  っ  て

ソフトバンク株式会社と連携した三重の森林づくりについて
農林水産部みどり共生推進課

ソフトバンク株式会社からの寄付
　令和７年１月、ソフトバンク株式会社（以下「ソ
フトバンク」という。）から、長期的な植樹・森林保
全活動を目的とした「企業版ふるさと納税制度」を
活用した寄付の申し出があり、同年３月、本県は２
億円の寄付の受入を行いました。
　ソフトバンクは、寄付金額に差異はあるものの、
同様の寄付を全都道府県（東京都においては八王子
市に寄付）に行っており、令和７年度以降、各都道
府県において、寄付金を活用した植樹・森林保全活
動が実施されています。
　同年６月には多額の寄付金をいただいたことへの
感謝の意を伝えるため、感謝状贈呈式を行いました。

感謝状贈呈式

新たな森林保全の取組発表会
　令和７年７月、ソフトバンクは、全都道府県と連
携した植樹・森林保全活動の開始をＰＲするため、
グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）にお
いて、「新たな森林保全の取組に関する発表会」を開
催しました。発表会では、47道府県市から知事・副
知事など代表者が一堂に会し、寄付金を活用した取
組の予定などについて紹介が行われ、本県からは、
野呂副知事が出席しました。

新たな森林保全の取組発表会

本県における寄付金を活用した取組
　ソフトバンクからいただいた寄付金は、「みえ森と
緑の県民税基金」に積み立てたうえで適切に管理し、
県が実施している「災害に強い森林再生事業」のうち、
「森林防災機能回復支援事業」に充当し、令和７年度
から15年間、計画的に活用していく予定です。
　また、令和７年10月からは、ソフトバンクの募金
プラットフォーム「チャリティスマイル」「つながる
募金」を活用した募金活動を開始しており、集まっ
た募金についても本県に寄付していただいています。
　寄付金で実施する「森林防災機能回復支援事業」
では、過去に植栽したものの気象害やシカの食害な
どによって被害を受けた森林において、植栽、植栽
後の下刈り、獣害防護柵の設置などの取組を継続的
に支援することで、健全な森林への早期再生を図っ
ています。

「包括連携に関する協定」に基づく連携強化
　令和８年３月、本県とソフトバンクは、さらなる
連携強化を図るため「三重県とソフトバンク株式会
社との包括連携に関する協定」を締結しました。当
協定は、植樹・森林保全活動に関する連携に加え、
産業振興、防災・減災、地域交通、教育など多岐に
わたり相互連携を図るものです。
　今後も引き続き、ソフトバンクとの協定に基づく
連携を強化しながら、三重の森林づくりを進めてま
いります。

　三重県は、令和７年度から、ソフトバンク株式
会社と連携しながら、三重の森林づくりを進めて
います。
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話  題  を  追  っ  て話  題  を  追  っ  て

令和７年度林業普及活動・研究等成果報告会を開催しました
林業研究所　普及・森林教育課

（はじめに）
　この報告会は、前半が林業普及活動報告、後半が
林業研究所の研究・技術開発等成果報告の２部構成
となっており、会場にて36名の方に、オンラインに
て40名の方にご参加いただきました。

（林業普及活動報告について）
　前半の林業普及活動報告では、県内７地域の農林
（水産）事務所及び、普及・森林教育課に配属されて
いる普及員が、それぞれの担当地域で特に重点的に
取り組んだ内容について発表を行いました。
　四日市農林事務所からは「ICT機器や航空レーザ
測量成果を活用した森林管理の効率化」と題して、
航空レーザ測量結果やドローン等による現地調査
データを三重県森林GISに集積・解析し企業に提案す
ることで、企業による森林整備が円滑に進むように
なった事例を発表しました。
　津農林水産事務所からは「林業の担い手を確保す
るために。～高校生の林業体験研修～」と題して、
県内で唯一林業系コースのある県立高校の生徒に対
して実施した、チェーンソー伐倒や地上レーザ測量
体験など様々な林業研修について発表しました。
　松阪農林事務所からは、「境界明確化に使いやすい
地番素図の作成に向けた取組」と題して、森林経営
管理制度を進めるうえでボトルネックとなっている
境界明確化について、空中写真や航空レーザ測量デー
タから境界を推測した地番素図を作成し、それをも
とに森林所有者から合意を得る取り組みについて発
表しました。
　伊勢農林水産事務所からは「伊勢管内における市
町支援の取組」と題して、管内市町の林務担当職員
に対し、森林・林業基礎研修、森林経営管理制度研修、
森林教育、木材利用勉強会、現場視察見学会を実施し、
市町担当者の森林・林業行政に対する意識と知識向
上を図った事例について発表しました。
　伊賀農林事務所からは「盛土規制法に対応した森
林作業道の適正な開設に向けた市への支援」と題し
て、管内で森林作業道の開設延長が急速に伸びる中、
盛土規制法に対応した適切な開設が行われるよう、
市町林務担当者向けに実施した森林作業道の検査・
指導体制の構築に関する支援について発表しました。

　尾鷲農林水産事務所からは「日本農業遺産保全と
クラウドファンディング支援の取り組み」と題して、
日本農業遺産に登録されている「尾鷲ヒノキ林業」
を維持・保全するための支援や、密植費用の捻出の
ために実施したクラウドファンディングについて発
表しました。
　熊野農林事務所からは「森林資源の適正な管理・
利用に向けた市町勉強会活動」と題して、管内市町
の林務担当職員に対して森林・林業の基本的な知識
や間伐の考え方、間伐事業の積算や検査、森林教育
に関する勉強会を実施し、市町担当者のスキルアッ
プを図った事例について発表しました。
　最後に、普及・森林教育課からは「みえ森林教育
の推進に向けた関係者との連携強化について」と題
して、三重県が取り組む「みえ森林教育」を進める
うえでの課題や課題解決に向けての関係者との連携
について発表しました。
　以上の発表に対し、講評者をはじめ、参加者の方
からは多くの激励の言葉やご意見をいただきました。

（研究等成果報告について）
　後半の研究・技術開発等成果報告では、林業普及
指導事業交付金を活用して実施した研究課題「スギ
新植地における保育作業省力化技術の開発」「AI 等
を活用した製材システムの開発」「スギ未利用材等を
利用したきのこ栽培技術の開発」「三重県産ウスヒラ
タケの効率的な栽培技術の開発」の４題について担
当の研究員からその成果等について報告がありまし
た。
　ご参加いただいた皆様からのご意見、講評者の皆
様からの講評を生かして、来年度以降の林業普及活
動に取り組んでいきたいと思います。
　ご参加いただきました皆様、ありがとうございま
した。

林業普及活動報告会での発表の様子

　令和７年３月１０日（火）の午後、林業研究所
のみえ森林・林業アカデミー棟にて、令和７年度
林業普及活動・研究等成果報告会を開催しました。
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１ 森林経営管理制度及び森林環境譲与税の現状
（1）森林経営管理制度の取組実績（令和元～７年度）
　県内市町の令和元年度～令和７年度（見込を含む）
の森林経営管理制度実績は以下のとおりです。

（2） 譲与税の活用実績（令和元～７年度）
　県内市町の令和元年度～令和７年度（見込を含む）
の譲与税活用実績は以下のとおりです。
　令和７年度は多くの市町において過去に積み立て
た基金を活用しており、基金残高は減少傾向にあり
ます。

（3） プロジェクトによる課題の解決
①プロジェクトの推進（専門家派遣）
　市町における森林経営管理制度や譲与税の個別的
な課題について、支援センターが主体となって専門
家、県職員、市町職員によるプロジェクトを構築し、
連携して解決策を検討しました。
②令和7年度プロジェクト結果
　令和７年度におけるプロジェクト結果は次のとお
りです。 
  ア　松阪市
　　　航空レーザ測量による地番素図を利用した境
　　界明確化の進め方について先進事例を調査し、
　　松阪市の状況に適した新たな方法を検討しまし
　　た。
  イ　いなべ市
　　　地番素図作成、意向調査、境界明確化、集積
　　計画作成、森林整備、林地台帳の更新等の運用
　　方法を検討しました。
  ウ　玉城町、伊勢市、御浜町、紀宝町
　　　森林経営管理制度の取組を計画的に進めるため、
　　「森林経営管理制度基本方針案」を作成しました。
 
２ 新たな動向について
（1） 森林経営管理法の改正
　森林経営管理制度のこれまでの実績を見ると、意

向調査や集積計画、市町村森林経営管
理事業が進み、協定による森林整備も
進展してきました。
　一方で、林業経営に適した森林の林
業経営体への集積・集約化が十分に進
んでいない状況です。
　こうした傾向は全国的にも見られる
ことから、森林の集積・集約化をより
進められるよう令和7年5月に森林経営
管理法が改正され、令和8年4月1日か
ら施行されています。
　改正後の森林経営管理法では、森林
の集積・集約化を進める新たな仕組み
が創設されるとともに、経営管理権の
設定要件の緩和など市町村の事務負担
の軽減が図られています。

森林経営管理制度、森林環境譲与税の新たな動向等について
～森林経営管理法の改正及び「市町の取組事例集２０２５」の作成等～

みえ森林経営管理支援センター　センター長兼アドバイザー　朝倉　嗣雄

話  題  を  追  っ  て話  題  を  追  っ  て

区分 実績面積 

意向調査 60,813 ha 

集積計画 2,256 ha 

市町村森林経営管理事業 1,550 ha 

譲与税を活用した森林整備 3,781 ha

区　分 金　額  

譲与税額 69億74百万円  

活用額 58億  8百万円 

   

  

改正後の森林経営管理制度の概要

出典：林野庁ウエブサイト　https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html

令和７年度末基金残高 11億66百万円 

活用率 83 ％
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①集約化構想の作成
　市町は、川中・川下を含む地域の関係者で協議し、
受け手となる林業経営体や路網整備等の方針といっ
た森林の将来像を定める「集約化構想」を作成します。
②権利集積配分一括計画の作成
　集約化構想の実現に向け、「権利集積配分一括計画」
を作成することで、受け手となる林業経営体に森林
の経営管理のための権利を迅速に設定・移転するこ
とができるようになります。
（2） 「市町の取組事例集２０２５」の作成
　支援センターでは、県内市町の森林経営管理制度
や譲与税を使った取組を収集し、「市町の取組事例集
２０２５」を作成しました。
　市町では、「森林経営管理制度の取組を進めるにあ
たり他の市町の事例が知りたい」といった声や、人
材育成、木材利用の促進に関する事業がまだ少なく
「譲与税を活用してどのような事業を作ればいいのか
わからない」という声が多くあります。
　今後は、この事例集を県内市町に広く紹介して市
町の取組に役立ててもらいたいと考えています。

３ 令和８年度支援センターの活動について
　支援センターでは、引き続きアドバイザイー５名

を各農林（水産）事務所（四日市、津、松阪、伊勢、尾鷲）
に配置し、市町が抱える課題に対して各市町の森林
経営管理制度の状況や譲与税の活用に応じて、アド
バイスを行っていきます。
　また、初任者研修会、専門的な研修会、報告会を
開催するとともに、市町における森林経営管理法の
実施において生じる法的課題について、法律の専門
家に相談するための「相談窓口」を設置します。
（1） 集約化構想の作成支援
　森林経営管理法の改正により、森林の集積・集約
化を進めるための新たな仕組みとして制度化された
集約化構想づくりに向けた取組を市町と連携して進
め、構想の作成を支援します。
（2） 取組事例集の作成
　県内市町の森林経営管理制度や譲与税の取組を収
集し「取組事例集」としてまとめるとともに、県内
市町へ取組事例を普及します。
（3） プロジェクトの推進（専門家派遣）
　引き続き、市町の個別的課題について、支援セン
ターが主体となって専門家、県職員、市町職員によ
るプロジェクトを構築し、連携して解決策を検討し
ます。

「市町の取組事例集２０２５」は三重県のホームページにおいてご覧いただけます
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001242569.pdf
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令和８年度みえ森林・林業アカデミー 入講式を開催しました
林業研究所 アカデミー運営課　伊藤 憲吾

１ みえ森林・林業アカデミーの概要
　みえ森林・林業アカデミーでは、主に既就業者を対
象に、受講者が職場などで担う役割に応じて、次の３
つの基本コースを設け、人材育成を進めています。
①森林を経営資源として捉え、多様な価値を創造す
　るため、分野の枠にとらわれない先進的で幅広い
　知識やスキルを習得する「ディレクター育成コース」
②林業のコスト削減や収益拡大等を実現するため、
　経営・管理にかかる実践的な知識やスキルを習得
　する「マネージャー育成コース」
③森林施業の生産性・安全性を高め、効果的な施策
　を自ら考え実践するため、科学的な知見に基づく
　専門性の高い知識や技術を習得する「プレーヤー
　育成コース」
　さらに、より専門性の高い各種技術・知識の習得
を目的とした「選択講座」や、市町職員を対象とし
た「市町職員講座」を設けるなど、多様なニーズに
対応できる講座体系となっています。

２ 令和7年度の取組状況
　令和7年度における基本コース、選択講座、市町職
員講座の受講生の状況は次のとおりでした。
・ディレクター育成コース2年次10名（うち修了9名）
・ディレクター育成コース1年次9名（うち2年次への
　進級6名）
・マネージャー育成コース12名（うち修了7名）
・プレーヤー育成コース8名（うち修了8名）
・市町職員講座 9名（7市町）
・選択講座（11講座） 延べ186名
　受講生からは、「業界のトップランナーの方々のお
話を直に聞くことができるめったにない貴重な機会
だった」、「森林・林業以外にも、経営学や地域活性

化など幅広くプログラムが組まれており、毎回集中
して学ぶことができました」、「今後の活動における
強い人脈ができた」「素敵な三重の木を使った建物の
中で行われる受講環境は最高です」などの感想が寄
せられました。

３ 令和8年度の受講生について
　令和8年度の基本コースについては定員を上回る応
募をいただき、新たにのべ27名（ディレクター 9名、
マネージャー 11名、プレーヤー 8名※重複受講１名）
の受講生を迎えるとともに、6名の方がディレクター
育成コース2年次に進みました。今年度も林業業界だ
けでなく、さまざまな分野から受講生を迎えました。
入講式では、「木を伐って売る以外にも多様な価値を
創造したい」、「森と生活との繋がりを再構築したい」、
「森と建築をつなぐ人材を育成したい」との熱意ある
抱負が語られました。受講生同士のつながり、他分
野との連携や新たな視点を得ていただき、県内の森
林・林業・木材産業の発展に貢献されることを期待
しています。

入講式の様子

４ みえ森林・林業アカデミー棟について
　みえ森林・林業アカデミー棟は、令和7年度に開催
された「ウッドデザイン賞2025」で優秀賞（林野庁
長官賞）を受賞し、東京ビッグサイトにて表彰を受
けました。利用者数も年間3,000人を超え、県産材が
ふんだんに使われた空間に利用者からも高い評価を
受けています。今後も木造建築の教材としてPRし、
三重の木の利用推進につなげていきたいと考えてい
ます。

　みえ森林・林業アカデミーは、新たな視点や多
様な経営感覚を持ち、林業を取り巻く厳しい状況
を打破し、さらには、地域振興の核となりうる人
材の育成を目指しています。
　平成31年4月の本格開講から7年が経過し、これ
までに140名の修了生を輩出しました。
　令和8年度も新たに27名の受講生を迎えること
ができました。

話  題  を  追  っ  て話  題  を  追  っ  て
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森林に惹かれて、この道へ ～林業のやりがいとこれから～
三重くまの森林組合　岡　菜月 さん

■自然への関心から林業の道へ
　前職を退職した際、次に働くなら自分の関心が高
い分野に携わりたいと考えていました。もともと 
登山が趣味で、幼い頃から自然に触れる機会も多く、
森林は私にとって常に身近な存在でした。そうした
経験が林業への関心につながり、三重くまの森林組
合の求人を知ったことをきっかけに、この道に進む
ことを決意しました。

（２年目の岡さん、R7年12月に移転した
三重くまの森林組合の事務所で撮影）

■五感で感じる森林の魅力
　現在、私は業務課に所属し、測量作業などを担当
しています。業務の約６割が現場作業、約４割が 
内務業務です。
　林業の仕事で私が最も魅力に感じているのは、 森
林が見せる多様な表情です。毎日のように森林に入
りますが、そのたびに差し込む光、水の音、鳥のさ
えずり、葉が擦れる音、澄んだ空気など、自然のす
べてが心地よく感じられます。時間や季節、天候に
よって森林の表情は刻々と変わり、何度入っても新
鮮な感動があります。
　また、山椒や栗など、森の恵みを持ち帰って料理
に使うことも楽しみの一つです。自然を身近に感じ
ながら、五感でその豊かさを味わえることは、林業
ならではの大きな魅力だと感じています。

　また、三重くまの森林組合では市の事業である ア
オリイカの産卵床設置にも関わる機会がありました。
この取り組みを通じて、森林に関わる仕事が海の豊
かさにもつながっていることを実感し、とても意義
深く感じました。今後も、このような地域や自然環
境に貢献できる取り組みに積極的に関わっていきた
いと考えています。

（左：ウラシマソウ、右：シマサルナシ）

■今後の抱負
　まだ入職して間もないため、まずは目の前の業務
を一つ一つ着実に身に付け、少しでも早く責任ある
仕事を任せていただけるようになりたいと思ってい
ます。

■最後に
　今年４月からは、三重くまの森林組合では
Instagramでの情報発信を始めました。森林や林業
の魅力、そして林業に携わる仕事の楽しさを、より
多くの方に知っていただけるよう発信しています。
　林業に少しでも興味を持ってくださる方が増えれ
ばうれしいです。ぜひ多くの皆さんにご覧いただけ
ればと思います。

頑 張 っ て ま す !頑 張 っ て ま す !

　今回は、三重くまの森林組合業務課で働き始
めて２年目の期待の女性若手職員、岡 菜月 さん
（26）にお話しを伺いました。

＼フォローお待ちしています／

＠MIEKUMANO_FOREST
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Ｑ．自己紹介をお願いします。
Ａ．伊勢市出身で、森下林業で働き始めて22年目に
なります。森林総合監理士（フォレスター）として
森林の長期的な管理・経営に携わるとともに、森林
インストラクターとして森の価値や役割を伝える活
動にも取り組んでいます。 

Ｑ．有限会社森下林業の紹介をお願いします。
Ａ． 伊勢市を拠点として、平成元年に（有）丸天林
業から山林の管理、素材生産、造林を分離するかた
ちで設立されました。現在、大台町を中心に約
349haの森林を所有・管理し、苗木生産から造林、
間伐、主伐、搬出まで一貫した林業経営を行ってい
ます。
　また、地域に根ざした森林管理を通じて、次世代
への技術継承や人材育成にも力を入れ、「山を守り、
森を活かし、安全な林業」の実践を進めています。

森下智彦さん

 Ｑ．現在、力を入れている業務について教えてく
ださい。
Ａ．現在、森下林業では、「高齢級材の販売」、「花粉
症対策苗の生産」、「安全な林業の構築」の３点を重

点的に取り組んでいます。
【高齢級材の販売】
　一般的な林業は、若齢～中齢級での利用が中心に
なりがちですが、適切に管理された高齢級材は、径級・
材質ともに優れており、付加価値の高い製品として
評価される可能性があると考えています。高品質部
分の丸太の直売や、スギノアカネトラカミキリの虫
害のない並材の販路拡大を進めていきたいと考えて
います。

【花粉症対策苗の生産】
　次に、花粉症対策苗の生産については、社会的課
題への対応という側面もあるため、近年力を入れて
いる業務です。昨年、三重県より特定増殖事業計画
の認定を受けました。令和８年３月末には、森林総
合研究所林木育種センター関西育種場より特定母樹
の配布を受け、苗場に植栽し、特定母樹生産の第一
歩を踏み出したところです。防護ネット等の資材費
高騰で再造林が難しくなる中、特定母樹を使用する
ことで、下刈り等の造林作業の省力化と材の高品質
化を目指していきます。

スギ挿し木チューブ苗生産

【安全な林業の構築】
　安全な林業の構築は、すべての事業の土台となる
ものです。林業は労働災害リスクが高い産業であり、
安全意識と技術の向上は人命だけでなく、生産性や
経営の安定にも直結します。弊社の所有山林は電波
状況が悪く、以前、従業員が救急車を呼ぶほどのケ

こ の 人 に 聞 くこ の 人 に 聞 く

第122回　有限会社森下林業　代表 森下　智彦 さん
聞き手：伊勢農林水産事務所 林業普及指導員　木原　一憲

　今回ご登場いただくのは、有限会社森下林業
代表 森下智彦さんです。林業への思いについて
お話いただきました。
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ガをした際には、病院に到着するまでに長い時間を
要した経験があります。この反省から、昨年４月より、
auのサービスである「au Starlink Direct」を利用
しています。このサービスは、圏外でもスマートフォ
ンを使用し、Starlink衛星と接続することにより、
メッセージアプリ、地図アプリ等が利用できるもの
で、空が広範囲で見える場所で利用可能です。メッ
セージアプリは、テキストメッセージの他、写真、ファ
イル、位置情報も送ることができます。緊急時に位
置情報を送ると、座標情報も同時に送ることができ
るので、消防署へ山の位置情報を正確に伝えること
ができます。また、Googleマップに林班図データを
入れておくと、圏外でも森林の位置把握が可能にな
りました。森林内では運用が難しいですが、主伐・
再造林の現場で活躍が見込めます。このように、
「au Starlink Direct」の導入により、圏外からでも
事務所や家族へ連絡を取れるという心理的な安心感
が大きく向上しました。具体的には、大きなシカが
捕獲され運搬できない場合など、軽トラックでの救
援要請に役立っています。 

Ｑ．森林教育を活発に行われているようですが、内
容を教えて下さい。
Ａ．林業が若者にとって身近ではなくなっているよ
うに感じています。また、私たちの仕事が、ただ、
木材を生産しているだけでは、少し寂しいと考えて
います。このため、県内の小中学校に対して森林教
育を実施し、林業の魅力を伝える活動を行っていま
す。昨年、伊勢市の皇学館中学校の２年生を対象に、
「地域の林業」と題して森林教育を実施しました。座
学では、弊社の歴史と併せて、地元林業の歴史と宮
川との関係について説明しました。実習では、足場
丸太加工の体験として、枝払いや皮剥きを行いまし
た。生徒たちは、懸命に作業を行い、加工された材
は原木市場で競りにかけられ、地元の森林組合に競

り落とされました。参加した生徒からは、「足場丸
太は、丁寧に手入れされて出荷されていることがわ
かった。」「林業者に対し、感謝の気持ちを持ち、木
を大事にしていきたい」などの嬉しい感想をいただ
きました。弊社では、２名が森林インストラクター
の資格を有しているため、この資格を活かし、今後
も、林業の意義や森林の大切さを若者たちに伝えて
いきたいと考えています。

Ｑ．今後の抱負をお聞かせください。
Ａ． 林業が安全で魅力ある職場になるために、従業
員の資格取得を進めるとともに、林業セミナー等の
講師業にも力を入れたいと考えています。昨年度、
弊社の２名の従業員が林業技能検定１級※に合格し
ました。現在、若年者に限らず経験年数の長い従事
者でも死亡・傷害事故が多く発生している状況があ
り、自己流ではない安全・正確な伐倒技術の習得が
大切だと感じています。今後も、技能検定の取得を
進め、社内全体の安全意識の向上につなげていきた
いと考えています。
　また、みえ森林・林業アカデミーで進めていたシ
キミ、サカキ及びアセビのプロジェクトについては、
新たな視点で展開していきたいと考えています。具
体的には、高品質のシキミ、サカキ及びアセビのブ
ランド化やサカキの採取権販売による収益率向上を
図っていく予定です。
　これらの取り組みを進め、自社林を活かした持続
可能で収益性の高い林業を確立するとともに、教育
と人材育成を通じて、地域と業界の明るい未来を創
造していきたいと考えています。

始業前の安全確認

※林業技能検定１級
　 「林業技能検定」とは、育林・素材生産作業に関する
　 知識と技能を評価する国家試験のこと。
　 １級から３級の３つの等級にわかれており、１級の受
　 験資格には、５年以上の実務経験が必要となる。社有林にて（大台町大井）
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　木質構造におけるトラス型構造は、珍しくあ
りませんが、かって地元の大工さんが、仕口の
技術を応用し、3 次元化した床構造を考案され
ました。、ここではその構造性能についてご紹介
します。

はじめに
　供試トラス床は住宅構法として考案されたもの
で、斜材を３次元に配置して高い剛性を実現してい
ます。
　本構法の特徴は在来構法の基本である梁と柱を構
造体とし、プレハブ化した立体トラスを床、壁、小
屋組に利用することにあります。
　この構法の主な特徴を列挙すると以下のようにな
ります。
(1) プレカット以上にプレハブ化が進んでいる。床、
　  壁、小屋組がパネル化されるため工期も大幅に
　  短縮され、大工の技能をあまり要求しません。
(2) 水平構面の剛性が枠組壁工法以上です。その理
　  由は、床パネルを構成する部材がトラスで、し
　  かもＸＹ両方向の立体トラスであるため、従来
　  の一方向の場合と比べて極めて剛性が高くなり
　  ます。
(3) 接合部に金属製の接合具を使用しないため、接
　  合部をむやみに大きくとる必要がなく金属のさ
　  びの心配もありません。

　この構造の大きな特徴は、従来剛節に近づけよう
とされていた接合部をピン節に近づけていることで
す。
　部材を剛節にした場合、接合部に生ずるモーメン
トに応じられるように、材を十分に太くしなければ
なりませんが、ピン節に近ければ主に軸力に応じれ
ば良く、細い材でも外力に耐えられ、手に入れやす
い小径規格材を用いて、広い単位の空間が安全にか
つ安価に造ることができます。
　施工方法を図1 に示しました。主として断面
60x60mm（ベイマツ） の部材で構成されたトラス
構造で、接合部に特別な接合金物を用いることなく、
仕口加工と木ネジおよび接着剤で構成されます。

連 　 　 載連 　 　 載

＜三重大学＞第36回
　中小規模住宅向け立体トラス型床工法

三重大学　内迫　貴幸

面外曲げ試験
　曲げ試験装置および加力方法を図2 に示しました。
試験体は４隅の束材直下を支点とし、基礎に固定さ
れた4 本の支柱上に鉄板を介して支持しました。支
柱頂部には鉄製の半球（直径約 120mm）を取り付け、
支点での回転を拘束しませんでした。加力点は試験
体中央の上弦材が交差する2 節点とし、Ｈ型鋼および
加圧板を介して２点に等しい荷重を加えました。

図２. 面外曲げ試験

図１. 立体トラス床の仕様
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　加力には油圧ジャッキを用い、Ｈ鋼をワイヤロープ
で鉛直下方に引張ります。鉛直たわみの測定は支点
を除く下弦材の全節点で行い、一部の斜材について
は部材中央上下面にストレインゲージを貼付け、S1
～ S5 の斜材で軸方向のひずみを測定しました。
　曲げ試験は前後２回に分けて行い、１回目は初期
荷重として約650 kgf 載荷した後に除荷し、初期剛
性を求めました。２回目の試験ではほぼ設計荷重（約
2tonf）を加え、規定たわみ量と比較しました。また
完全ピン節点トラスとして有限要素法による数値計
算を行い、実験結果と比較検討しました。
　なお曲げ試験時のたわみ量は、スパン中央で最大
約Ｌ/795（Ｌ：スパン3400mm）であり、ほぼ弾性
域内の変形量でした。

面内せん断試験
　水平構面としてのせん断性能を調べるため、曲げ
試験終了後、軸ボルトの締め直しを行い、同一試験
体で面内せん断試験を行いました。
試験体は図3 に示すように試験室床上にねかせ、側
面（X6 ライン）の束材３箇所でフレーム（Ｈ型鋼）
にクランプを用いて固定し、試験体下面には、床面
との摩擦抵抗を減じる目的で直径 30mm のロ－ラ
－を４ヶ所に配置しました。
　荷重は一隅の弦材の上下木口面に鉄板を介して水
平に加え、各変位の測定は束材の中心位置に設定し
ました。

図３. 面内せん断試験

　また曲げ試験と同様の方法で図3 に示すS1̃S5 の
斜材の軸方向ひずみを測定しました。
　試験はせん断破壊に至らしめることを目指しまし
たが、荷重約 1ton 付近で基礎部分に滑りを生じ始
めたこと、および一部の斜材端部に既に破壊が見ら
れたことから、この荷重を最大荷重と見なし、せん

断性能を評価しました。

図４. 面外曲げ試験結果

結果と考察
　立体トラス床パネルの強度性能をまとめると次の
ようになります。
1）面外曲げ試験において、本試験体の2 階建て2 
　  階床の設計荷重、2080kgf 時の加力点直下のた
　  わみ量は 3.90mm であり、2 階建て2 階床の本
　  スパンに求められる許容たわみ量の約35%とは
　  るかに小さく、高い曲げ性能が認められました。
　  本構法の場合、実際の施工では15mm 厚の面材
　  が貼られることを考えると、骨組み単体で極め
　  て高い曲げ剛性を有することがわかります。
2）ひずみ測定を行った斜材について、軸方向力を
　  算出したところ、加力点と支点を結ぶ線上の斜
　  材で大部分の力を負担していることがわかりま
　  した。
3）せん断試験においては、一部の斜材は引張り力
　  により接着層が剥がされ、破壊されました。
　  　この時の軸方向力は250kgf で、斜材接合部は、
　  引張力に対して、この程度のひずみ（軸力）し
　  か許容できないことが推定されます。
4）面内せん断試験の結果から、耐力壁の壁倍率に
　  換算すると 2.2 でした。

　これから柱二つ割り筋かいと同等の耐力を持つと
考えられます。曲げ試験同様、面材が張られていな
いことを考慮すると、極めて大きいせん断剛性を持
つと言えます。
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技 術 情 報技 術 情 報

「ハナビラタケ空調栽培マニュアル」を改訂しました
林業研究所 主査研究員　井上　伸

◆はじめに
　ハナビラタケは、ハナビラタケ科ハナビラタケ属
のきのこで、夏から秋に発生します（写真-1）。ハ
ナビラタケの子実体（普段、我々が食べる部分）は、
他のきのこ類に比べて高い温度で発生するため、夏
季に空調コストを抑えた生産が可能です。
　農林水産省の特用林産物統計調査によると、国内
のハナビラタケ生産量は増加傾向にありますが、令
和6年の生産量は300t弱となっており、量販店等で
よく見かけるエノキタケやブナシメジの年間生産量
（12万t前後）と比較すると非常に少ないです。三重
県内のハナビラタケ生産量は平成25年から29年にか
けて全国1位でしたが、安定した生産が難しいこと
から、減少傾向にあります。
　ハナビラタケに含まれる機能性成分の一つに、免
疫機能の活性化が期待されるβ-グルカンがありま
す。三重県内で生産されている主なきのこの乾燥重
量あたりのβ-グルカン量を調査したところ、ハナビ
ラタケが最も多い値を示しました（西井2017）。こ
のことから、ハナビラタケは機能性食品素材として
の活用も期待できると考えられます。

　林業研究所では、国内生産量が少なく希少である
ことや、特徴的な機能性成分を有していることなど
から、商品性が高いきのこ品種としてハナビラタケ
を選定し、安定して400g以上の子実体が収穫可能な
菌床（きんしょう）栽培技術の開発に取り組んでき
ました。その中で、ハナビラタケの子実体発生量を
増大させる条件などを明らかにしたことから、その
内容を反映してマニュアルを改訂しました。本稿で
は、改定内容の一部である栄養材の配合割合に関す
る栽培試験の結果について紹介します。

◆栄養材の配合割合に関する栽培試験
　菌床栽培では、コナラやクヌギなどの木をチップ
やおが粉状に粉砕した基材と、米ぬかやフスマ（小
麦のぬか）などの栄養材を混合した培地が利用され
ます。菌床栽培されるきのこは、成長に必要な栄養
を培地からしか得ることができないため、培地の質
が子実体の発生量に直結します。栄養材は、きのこ
の生育に必要なタンパク質などの供給源となります
が、過剰になると菌糸伸長の遅れや停止などに繋が
る恐れがあります。これらのことから、適した栄養
材の配合割合を明らかにするため、様々な配合割合
の培地を作製し、栽培試験を行いました。
　栽培試験の培地には、基材にカラマツおが粉、栄
養材に飼料用大麦を用い、菌糸活性材を少量添加し
ました。試験管を用いた栄養材の配合割合（基材と
栄養材を容積比で3：1から6：1）に関する菌糸伸長
試験を行ったところ、5：1と6：1で他の配合割合に
比べ菌糸伸長量が増加しましたが、6：1では菌糸密
度が薄くなりました（西井2018）。菌糸伸長量は菌
糸の伸びるスピードを表し、菌糸伸長速度が遅い場合、

　ハナビラタケは、味や風味にクセがなくさっぱ
りとしていて、歯切れの良さが楽しめるきのこで
すが、安定生産が難しいことから、栽培事業から
撤退する事例も見られます。
　三重県林業研究所では、ハナビラタケ安定生
産技術の開発に取り組み、令和8年3月に空調栽
培マニュアルの改訂を行いました。

   

写真-1．野生のハナビラタケ 写真-2．ハナビラタケ菌床の栽培状況
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菌床が雑菌に汚染されるリスクが増えることや、菌
床に菌糸が蔓延するまでの期間が長くなり、生産効
率が低下することが考えられます。また、菌糸密度
が薄いということは菌体量が少ない可能性を示唆し
ており、菌体量が少ない場合、子実体発生量が減少
する危険性があります。そのため、菌床を用いた栽
培試験の培地組成は、菌糸伸長試験の結果を参考と
し、基材と栄養材を容積比で5：1 と6：1、8：1 と
しました。作製した各培地は菌床袋に2.0kg 詰め、
滅菌・放冷した後、林業研究所の試験において、子
実体発生量や形状が良好であったハナビラタケ菌株
の種菌を接種しました。その後、50日間培養し、子
実体発生を誘導する刺激として菌床袋の上部を切り
離し、発生室内にて栽培しました（写真-2）。発生
した子実体は重量を測定した後、実際の販売を想定
し、トレーに70g 程度ずつ詰め、個数を製品パック
数として0.5パック単位で記録しました。また、接種
からの収穫までの期間を算出し、生産効率に違いは
ないか確認しました。
　この結果、栄養材の配合割合5：1 から8：1 まで
の範囲では、配合割合が増えるほど、子実体発生量
が増加する傾向がみられました（図-1a）。また、配
合割合8：1 の製品パック数は他の配合割合に比べ
て減少しました（図-1b）。なお、接種から収穫まで
の期間は、各配合割合の間で大きな違いはありませ
んでした（図-1c）。
　以上のことから、子実体発生量の増加と製品パッ
ク数の最大化を図るには、ハナビラタケ栽培におけ
る栄養材の配合割合を5：1 から6：1 程度とするの
が適していると考えられました。

◆おわりに
　今回は改訂した内容のうち、栄養材の配合割合に
ついての試験結果のみ紹介しましたが、この他にも
ハナビラタケ栽培に適した培地中の水分量や培地基
材などの条件を明らかにしました。興味のある方は、
ぜひ当研究所Web サイトのマニュアルを参照ください
（図-2、URL：https://www.pref.mie.lg.jp/common/
content/001250399.pdf）。
　今後はこのマニュアルを活用し、ハナビラタケ栽
培を三重県内の生産現場に普及していきたいと考え
ています。

参考・引用文献
　・農林水産省 令和６年特用林産基礎資料
　・西井孝文（2017）三重県林業研究所だより第19 号：3
　・西井孝文（2018）三重の林業No.406：16-17

   

図-2．ハナビラタケ空調栽培マニュアル（第3版）

図-1．栄養材の配合割合に関する試験の結果．
  a)平均子実体発生量、b)平均製品パック数、c)接種から収穫までの平均期間
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木材市況（令和８年４月） 円/m3

※価格は消費税抜きとし単位は円／m 。積込料、取扱手数料は含まない。製品はいずれもKD材。　前回比は３月の市況との比較。

地域

松阪
素材

製品

区分 平均価格
14,000
13,000
13,000
17,000
22,000
20,000
20,000
28,000
80,000
90,000

高値
15,000
14,000
14,000
18,000
23,000
22,000
21,000
30,000
90,000
100,000

市況

（供給動向、価格概況、先行き等）
【素材】
　・山からの出材量は、全体的に多め。
　・相場として、良質材は売りやすい状況。
　・並材は、スギ、ヒノキともにやや低調。
【製品】
　・周年市ということもあり、多くの材の
　　入荷あり。
　・造作材から役柱までよく売れた。
　・特一材の動きはあらわれていない。

径
16～18㎝
20～22㎝
24～28㎝
18～20㎝
16～18㎝
20～22㎝
24㎝以上
18～20㎝
10.5×10.5㎝
10.5×10.5㎝

品質
並
並
並
並
並
並
並
並
特一
特一

前回比
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

長さ
3m
4ｍ
4ｍ
6ｍ
3m
4ｍ
4ｍ
6ｍ
3m
3m

樹種

スギ

ヒノキ

スギ
ヒノキ

3

～読者モニターの皆さんから感想とコメントをいただきました～～読者モニターの皆さんから感想とコメントをいただきました～
（スポットワーク活用のススメ）
 ・スポットワークで林業を体験して良いイメージを持ってもら
　えたのは大収穫で、多くの若者に一度でも林業を体験する機
　会を与えてほしい。
（令和7年度先進地視察研修会に参加して）
 ・徳島県の「森林経営管理制度」に係る先進事例の様子を知る
　ことができた。
 ・三重県の木育ステーションも多くの方に来てもらえるよう魅
　力度や知名度のアップが必要と感じた。
（みえの木建築コンクール及びみえの木製品コンテストの入賞作品が決定しました）
 ・県産材を使用した画期的な木造建築を設計・施工できる業者
　が増えることを期待します。
 ・入賞建築物や受賞作品を多くの県民に見てもらい、少しでも
　三重県の木を使ってもらえるため普及啓発が必要だと感じた。
（みどりの少年隊交流集会が開催されました）
 ・子どもたちが楽しみながら交流を深めている様子が伝わって
　きました。
（みえ森林教育シンポジウムを開催しました）
 ・県内の森林教育を盛り上げる　ため、今後もぜひ続けていた
　だきたい。

（ノウフク・アワード2025 フレッシュ賞受賞！）
 ・ヒノキの葉の加工作業が、引きこもりから脱却するきっかけ
　になっていると知りました。
（長森なあなあ日常）
 ・引き込まれる文章でした。「クスッ」と笑ってしまうような
　描写を入れて欲しいと思いました。
（架線集材のおはなし～株式会社 川口屋に聞く）
 ・地域の森林所有者と材を買ってくれる人にとって、なくては
　ならない素材生産業者さんだと感じました。
 ・架線による集材の利点や難点がとても興味深かった。
（三重大学　森林利用学 雑感）
 ・機械化の選択のお話が興味深かった。今後どのような林業の
　姿になるのか楽しみです。
 ・小規模、分散の所有構造は機械化林業の大きな足かせとなっ
　ていることを痛感しました。
（木材の強度と最も関係の深いものは何？）
 ・密度が濃く重い材がより硬いとされてきた常識を疑う、研究
　らしい記事だと思いました。
 ・強度試験のデータを示しながらの説明には説得力があります。

三重の林業（令和8年3月号）を読んで

令和７年度の林業普及指導員の体制が決まりました令和8年度の林業普及指導員の体制が決まりました
　林業普及指導員は、森林所有者その他
林業を行う人や林業に従事する人たちに
接して、林業に関する技術及び知識の普
及や森林の施業に関する指導を行うほ
か、市町の求めに応じて専門的な技術・
知識を必要とする事項に係る協力を行い
ます。
　森林所有者、林業事業体、市町職員の
皆さんで、お困りのことがありましたら、
お気軽にお近くの林業普及指導員までご
相談ください。

※いただいた感想、コメントを事務局で集約し掲載しています。

◆伊勢農林水産事務所　　　　　木原 一憲
　TEL：0596－27－5265
◆伊賀農林事務所　　　　　　　二宮 健介
　TEL：0595－24－8142
◆尾鷲農林水産事務所　　　　　伊藤 克之
　TEL：0597－23－3504
◆熊野農林事務所　　　　　　　小林 直美
　TEL：0597－89－6134

◆林業研究所普及・森林教育課　石川 智代
　TEL：059－262－5352　　　瀧川 史也
◆四日市農林事務所　　　　　　糸魚川 学
　TEL：059－352－0655
◆津農林水産事務所　　　　　　濵口 直己
　TEL：059－223－5091
◆松阪農林事務所　　　　　　　角屋 圭祐
　TEL：0598－50－0568

お問い合わせ先 林業普及指導員
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「みえ森づくりサポートセンター」は、みなさんの森林教育、
森づくり活動の支援を行う施設です。ご活用ください。
〒515-2602  三重県津市白山町二本木3769-1　三重県林業研究所 交流館内
TEL 059-261-1223　 FAX 059-261-4153
mail miemori@zc.ztv.ne.jp　web http://www.zb.ztv.ne.jp/miemorisc
（三重県が公益社団法人 三重県緑化推進協会に委託し運営しています。）

林業用苗木の生産・販売
－緑資源は優良苗木で－

三重県林業種苗協同組合連合会 三　重　県　木　材　組　合　連　合　会
三重県木材協同組合連合会

会長 辻　　　和　彦
津市桜橋１丁目104　林業会館内

TEL　059-228-7387

会長・理事長 落　合　賢　治
津市桜橋１丁目104　林業会館内

TEL　059-228-4715

「三重の木」利用推進協議会
TEL.059-228-4715 http://www.mienoki.net/

地元で育まれた品質の確かな
認証材で家を建てよう!「三重の木」
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